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測定の頻度 

水銀排出施設 定期測定の頻度 

①  排出ガス量が４万 m3/時以上の施設（③、④を除く） ４ヶ月を超えない作業期間ごとに１回以上 

②  排出ガス量が４万 m3/時未満の施設（③、④を除く） ６ヶ月を超えない作業期間ごとに１回以上 

③  専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年１回以上 

④  専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 年１回以上 

 


